
 

一宮温泉病院 指定居宅介護事業所 重要事項説明書 

                           （2024年 4月 1日 改定） 

 

Ⅰ．事業者について  

１，事業所母体組織の概要 

事業所名 医療法人 桃花会 一宮温泉病院  

事業所所在地 山梨県笛吹市一宮町坪井 1745 

電話番号 0553-47-3131 

代表者氏名 理事長 田中真喜 

 

２．事業所の概要 

事業所名 一宮温泉病院 居宅介護支援事業所 

事業所所在地 山梨県笛吹市一宮町坪井 1737-4 

介護保険指定事業者番号 1961890033 

電話番号・FAX番号 電話：0553-20-5255 FAX：0553-20－5256 

管理者氏名 石川みゆき 

事業の通常実施地域 当事業所より 10㎞圏内で、笛吹市、山梨市（牧丘町、 

三富地区は除く）、甲州市（勝沼町のみ）、甲府市（甲 

運地区：横根町、桜井町、川田町） 

＊エリア外については要相談 

 

３．職員体制 

職種 人数 業務 

管理者 1 名（常勤・主任介護支援

専門員） 

事業所における管理運営に関

する事、及び指定居宅介護支援

業務 

介護支援専門員 ２名以上（うち１名管理者

と兼務） 

指定居宅介護支援業務 

 

４．営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～金曜日（祝祭日と年末年始を除きます） 

営業時間 8時 30分～17時 30分   （緊急時の対応は可能です） 

 

５．事業の目的及び運営方針、業務内容 

事業の目的 指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護

状態等にある利用者の委託を受け、利用者の意思及び人格を

尊重した上で心身の状況やその置かれている環境等に応じた

介護サービス等が利用できるよう、適切な居宅介護支援業務



を提供し、可能な限り居宅において自立した日常生活を営む

ことができるように支援することを目的とします。 

運営方針 １．事業の実施に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し、

常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。利用

者及びその家族が自分の思いや求めをいつでも伝えられるよ

うな関係性の構築や環境の調整に努めます。 

２．要介護状態となった場合においても、利用者の心身の状

況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき

適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者か

ら総合的かつ効率的に提供されるように努めます。 

３．居宅介護支援の提供にあたっては利用者の意思及び人権

を尊重し、利用者に提供される居宅サービス計画が特定の種

類または特定の居宅サービス事業者に偏ることのないよう公

生中立に努めます。 

４．利用者から、複数のサービス事業者を紹介するよう求める

ことができることや、居宅サービス計画原案に位置付けた指

定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることが可

能であることの説明を行います。 

５．医療機関に入院する必要が生じた場合には、早期からの連

携を促進する観点から居宅介護支援事業所名、介護支援専門

員氏名、連絡先などを当該医療機関へ伝えて頂くよう説明を

行い、協力をお願いしていきます。 

６．事業の実施に当たっては利用者の人権の擁護、虐待防止の

ための必要な体制の整備を行うとともに従業者への研修等を

実施していきます。 

７．事業の実施に当たっては、市町村、地域包括センター、医

療機関、介護サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者、

地域における様々な取り組みを行う者や関係機関等との連携

に努めます。又、介護保険関連情報その他必要な情報を活用し

ていきます。 

 

Ⅱ．居宅介護支援業務内容について 

１．居宅介護支援提供の流れ 

（１）利用者の居宅サービス計画作成依頼受付 

（２）被保険者証（被保険者番号、保険者、要介護認定、要介護認定有効期間等）の確 

   認 

（３）重要事項説明書による説明・同意 

（４）契約の締結 

（５）利用者の状態把握・課題分析 

（６）居宅サービス計画原案作成 

（７）居宅サービス事業者との調整（サービス担当者会議の開催など） 

（８）居宅サービス計画を利用者に説明、同意、交付 



（９）サービス利用状況の管理、モニタリング 

（10）給付管理票の作成 

（11）居宅介護支援に係わる諸記録整備 

２．居宅介護支援の具体的な関り 

（１）要介護状態にある利用者が居宅サービス等の適切な利用をすることができるよう

利用者の依頼を受けて、重要事項説明及び契約書の締結を行い、居宅サービス計画を作

成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく居宅サービス等の提供が受けられるよ

うに連絡調整などを行います。 

（２）介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画を新規に作成した場合や利用者が

要介護更新認定、要介護状態区分変更認定を受けた場合、利用者の身体状況や居住環境

が大きく変化した場合はサービス担当者会議を開催し、サービスを提供するサービス事

業者の担当者等と情報を共有し、専門的意見を求め、提供するサービスの質の向上及び

連携に努めます。 

（３）介護支援専門員は特段の事情がない限り、１月に１回以上、利用者の居宅を訪問

し利用者と面接し、居宅サービス計画の実施状況などについて把握（モニタリング）し

ます。必要に応じ計画の変更や利用者への情報提供を行ないます。 

（４）居宅介護支援に係わる諸記録についてはサービス提供終了日から５年間保管しま

す。 

3．利用者は介護支援専門員に以下について求めることができます 

（１）当該地域にある複数の事業所等の紹介 

（２）居宅サービス計画に位置付けたサービス事業所の選定理由の説明 

（３）居宅サービス計画案に同意しない場合原案の再作成 

 

Ⅲ．居宅介護支援の利用料金について 

居宅介護支援費 

 

要介護１・２   １０.８６０円／月 

要介護３・４・５ １４.１１０円／月 

加算料金：要介護度による区分なし 

初回加算 ３０００円／月 新規に居宅サービス計画を作成する

場合 

要支援者が要介護認定を受けた場合

に居宅サービス計画を作成する場合 

要介護状態区分が２区分以上変更さ

れた場合に居宅サービス計画を作成

する場合 

入院時情報連携加算 

 

（Ⅰ)２５００

円／月 

 

（Ⅱ）２０００

円／月 

〈1〉入院に当たって病院等職員に入

院した日のうちに必要な情報を提供

した場合  

（Ⅱ）入院した日の翌日又は翌々日

に必要な情報を提供した場合  

退院・退所加算（情報提供を受

ける） 

 

 

 

 



カンファレンス以外 １回 

          ２回 

カンファレンス参加 １回 

カンファレンス参加１回＋情

報提供２回 

カンファレンス参加１回以上

＋情報提供３回以上 

４ .５００円／

回 

６ .０００円／

回 

６ .０００円／

回 

７．５００円／

回 

９．０００円／

回 

入院等の期間中に病院等の職員と面

談し情報を受け居宅サービス計画を

作成し利用に関する調整を行った場

合 

医療機関におけるカンファレンスに

参加した場合は上乗せで算定できる 

通院時情報連携加算 ５００円／月 医師や歯科医師の診療を受ける際に

介護支援専門員が同席し情報提供を

行い医師等から情報を受け居宅サー

ビス計画に記録した場合 

（１）要介護・要支援認定を受けている場合は、介護保険制度から全額給付されるため

自己負担金はありません。 

（２）保険料の滞納により当事業所が法定代理受領できない場合は、１月当たりのサー

ビス利用に係わる金額を当事業所にお支払いいただきます。 

（３）交通費は通常の実施地域にお住いの場合、料金は頂きません。ただし通常の実施

地域を超えた場合は 170円／回を徴収させて頂きます。 

（４）その他、加算がつく場合にはその都度説明させて頂きます。 

 

Ⅳ．解約・契約終了について 

１．利用者が介護支援専門員の変更を希望される場合は当事業所に申し出ください。正

当性を認めた場合、利用者と協議の上で変更します。また、希望により当事業所との契

約を解約できます。解約を希望される場合は２週間前までに文章でお申し出ください。

解約に伴う違約金は発生しません。 

２．人員不足等、やむをえない事情により当事業所のサービス提供を終了させて頂く 

場合もあります。終了日の１か月前までに文章で通知するとともに他の居宅支援事業所

を紹介させて頂きます。 

３．次の場合は双方の通知がなくても自動的に契約終了となります。 

（１）利用者が介護保険施設に入所された場合 

（２）利用者の要介護認定区分が要支援または非該当（自立）と認定された場合 

（３）利用者がお亡くなりになった場合 

４．入院時の連絡事項について 

（１）利用者が病院などに入院した場合は、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を 

入院時に病院職員にお伝えください。 

（２）入院した場合は、担当の介護支援専門員に入院したことをご連絡ください。病院 

 と連携をとらせて頂きます。 

 

 

 



Ⅴ．虐待の防止のための措置について 

事業者は利用者の人権擁護・虐待の防止などのために必要な措置を講じます。 

１．事業者は、人権の擁護、高齢者虐待防止「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任

（ネグレクト）」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」など）又はその再発を防止

するため次の措置を講じます。 

２．虐待防止のための指針を整備しています。 

３．虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて従業員に周知徹底を図ります。 

４．従業者に対する虐待防止の啓発や普及のための定期的な研修を実施しています。 

５．以上の措置を適切に実施するための責任者を選定しています。 

  虐待防止に関する責任者：管理者 石川みゆき 

６．サービス利用中に、当事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同 

居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを

市町村に通報します。 

７．成年後見制度の利用を支援します。 

 

Ⅵ．事故発生時の対応について 

１．介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が 

発生した場合は、速やかに利用者の家族等や市町村に連絡を行うとともに管 

理者に報告し、事故対応マニュアルに沿って必要な措置をとっていきます。 

２．事業者は、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を行い５年 

間保存します。 

３．事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により故意又は重大な過 

失により利用者が損害を被った場合、その損害を速やかに加入している保険会 

社（三井住友海上保険会社）を通し賠償いたします。 

４．事故発生の原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 

 

Ⅶ．個人情報保護について 

１．従業者に対し、業務上知り得た利用者及び家族の秘密を保持させるため、従業員で

ある期間、及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持するべき旨を、従

業者との雇用契約「守秘義務遵守に関する誓約書」の内容とします。 

２．個人情報の利用に関してはあらかじめ利用者及び家族から書面「居宅介護支援契約

における個人情報使用同意書」を得た上で用います。 

３．個人情報については、居宅介護支援業務の遂行、サービス担当者会議での情報提供、

各サービス提供担当者及び主治医など医療機関との情報共有や、事業所内・行政の開催

するカンファレンス等において必要とする場合に用います。「個人情報の保護に関する

法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めます。 

４．利用者の心身に直ちに危険があるなど正当な理由がある場合は、同意なく関係機関

などに個人情報を提供できるものとします。 

 

 



Ⅷ．苦情対応について 

1．事業者は、提供した指定居宅支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サー

ビス等に対する利用者及び家族からの苦情、相談に迅速かつ適切に対応するために、受

け付け窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査実施、改善処置、利用者及びその家

族に対する説明、記録整備その他の措置を講じます。 

（１）指定した居宅介護支援や、計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する苦情、 

相談を受けた場合は、迅速・適切な対応に心がけ、利用者又はその家族、指定居宅サ 

ービス事業者等から事情を聞き問題点を把握、対応策を検討し利用者及びその家族に 

説明を行います。（苦情対応のフローチャート 別紙） 

（２）市町村や国民健康保険団体連合会（国保連）からの苦情、相談に対する問い合わ 

せや求めに応じるとともに、指導、助言を受けた場合には必要な対応や改善を行い、

市町村や国民健康保険団体連合会に報告を行います。 

（３）苦情、相談の内容等は記録し、5年間保存します。 

２．事業者は、苦情が、サービスの質の向上を図る上での重要な情報であるという認識

に立ち、苦情の内容を踏まえてサービスの質の向上に向けた取り組みを行います。 

３．苦情窓口は、当事業所やお住いの市町村、国民健康保険団体連合会にあります。 

当事業所 

担当者：石川みゆき 

 

住所：笛吹市一宮町坪井１７３７-４ 

電話：０５５３－２０－５２５５ 

FAX：０５５３－２０－５２５６ 

対応時間：平日８時３０分～１７時３０分 

笛吹市役所 介護保険課 

 

住所：笛吹市石和町市部８００ 

電話：０５５－２６１－１９０３ 

FAX：０５５－２６２－１３１８ 

対応時間：平日８時３０分～１７時１５分 

山梨市役所 介護保険課 

 

住所：山梨市小原西８４３ 

電話：０５５３－２２－１１１１ 

FAX：０５５３－２３－２８００ 

対応時間：平日８時３０分～１７時１５分 

甲州市役所 介護保険課 住所：甲州市塩山上於曽１０８５-1 

電話：０５５３－３２－５０６６ 

FAX：０５５３－３２－１８１８ 

対応時間：平日８時３０分～１７時１５分 

甲府市役所 介護保険課 

 

住所：甲府市丸の内 1丁目１８－１ 

電話：０５５－２３７－５４７３ 

対応時間：平日８時３０分～１７時１５分 

国民健康保険団体連合会 

（国保連） 

住所：甲府市蓬沢１－１５－３５ 

電話：０５５－２３３－９２０１ 

FAX：０５５－２３３－１０２４ 

対応時間：平日８時３０分～１７時１５分 

 

 



Ⅸ．ハラスメントの防止・対応について 

事業者は、働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラス

メントの防止に向け、方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

１．事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当 

な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（１）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（２）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（３）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為 

上記は、当該法人職員、各サービス事業者の方、利用者及びその家族等が対象になり 

ます。又、上記の行動が認められた場合にはサービス中止等の必要な対応を検討させ 

て頂きます。 

２．ハラスメント事案が発生した場合、ハラスメント対策マニュアルをもとに即座に対

応し、ハラスメント対策委員会等により、同事案が発生しないための再発防止策を検

討します。 

 

Ⅹ．感染症の予防及びまん延防止について 

事業者は、事業所内において感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置

を講じます。 

１．感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね６か月に 1

回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底します。 

２．事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

３．従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。 

４．３．にあげる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

Ⅺ．業務継続計画の策定等について 

事業者は、感染症や非常災害の発生時において利用者に対する指定居宅介護支援の提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の事業再開を図るための計画（以

下「事業継続計画（BCP）」という）を策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講じ

ます。 

１．従業員に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

２．定期的に業務計画の見直しを行い必要に応じて事業計画の変更を行います。 

 

Ⅻ．この規程に定める事項のほか、運営に関する重要な事項は医療法人桃花会一宮温泉

病院が別に定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 



（事業者） 

サービス契約の締結にあたり、上記の重要事項の説明を行いました。 

令和   年   月   日 

 

   事業所所在地： 山梨県笛吹市一宮町坪井 1737-4 

   名称： 一宮温泉病院 居宅介護支援事業所     

   説明者氏名                   印 

 

 

（利用者） 

サービス契約の締結にあたり、上記の重要事項の説明を受け同意しました。 

 

令和   年   月    日 

 

利用者（契約者）本人 

 

住所 

 

氏名                         印 

 

 

代理人（家族代表者） 

 

住所 

 

氏名                         印 


